
令和８年度
帯広市住まいの総合支援事業
補助制度等のご案内

帯広市 都市環境部 都市建築室 建築開発課



①あんしん住宅改修補助金（0:34～）
②住まいの改修助成金（2:23～）

住
ま
い
の

改
修

空
家
対
策

木
造
住
宅
の
耐
震
化

住
宅

新
築

③特定空家解体補助金（3:42～）
④空家購入等補助金（5:37～）

⑤耐震診断補助金（7:04～）
⑥耐震改修補助金（7:17～）
⑦旧耐震住宅建替え補助金（8:06～）
⑧旧耐震住宅除却補助金（8:24～）

⑨北方型住宅ＺＥＲＯ補助金（9:43～）



①あんしん住宅改修補助金

・現在の身体状況に応じて、住まいの障壁を取り除くための工事に対し、費用の

一部を補助します。

補助額：最大３０万円 (補助率８０％) 募集件数：２０件

対 象 者： 身体障害者手帳１・２級の交付を受けている方

または介護保険法に基づく要支援・要介護の認定を受けている方

所得の世帯総額が５５０万円以下の方 など

対象住宅： 対象者の自立を助け、介護する方の負担を軽減するために改造工事を行う

住宅で、対象者が居住している住宅または工事後居住する空き家 など

申請期間： 令和８年４月１日（水）～申請額が予算額に達するまで



①あんしん住宅改修補助金

利用にあたってのポイント

◎対象者の身体状況を確認するため、手帳交付時の診断書又は主治医意見書の提出が必要

・身体障害者の方・・・・・手帳交付時の診断書（交付部署：帯広市 障害福祉課）

・要介護等認定者の方・・・主治医意見書（交付部署：帯広市 介護高齢福祉課）

※交付には日数を要するため、予め手続きが必要

◎２回目の利用可能

・同補助金（前身制度含む）の前回利用から１０年以上経過している場合、２回目の

補助金利用が可能

◎一部補助金との併用可能

・当補助金の対象箇所が風呂やトイレ等であった場合は、住まいの改修助成金

（省エネ化工事）と、併用して補助を受ける事が可能



②住まいの改修助成金
・１０万円（消費税除く）以上の改修工事に対して、５万円を助成します。

補助額：５万円 募集件数 ： （ａ）長寿命 １５０件、 （ｂ）ＵＤ化 １０件、
（ｃ）省エネ化 ２２０件

対 象 者： 対象住宅の所有者または空き家を購入し居住する方

所得の世帯総額が５５０万円以下の方 など

対象工事： 住宅の性能が向上する以下の工事

・耐久性向上や長寿命化のための工事（外壁や屋根の塗装、屋根の葺き替えなど）

・ユニバーサルデザイン化のための工事（手すり設置、段差解消、浴室改修など）

・省エネルギー化のための工事（建物全体の断熱改修、開口部の省エネ改修、

節水型トイレ、高断熱浴槽など）

申請期間： 令和８年４月１日（水）～令和９年１月２９日（金）、

または申請額が予算額に達するまで



②住まいの改修助成金

◎省エネ化の工事において、一部対象基準を設定

・節水型トイレや高断熱浴槽など、一部に対象基準を設定

・基準を満たすことを証する資料の提出が必要

◎２回目の利用可能

・同補助金（前身制度含む）の前回利用から１０年以上経過している場合、２回目の

補助金利用が可能

◎省エネ化の工事において、国の補助金と併用可能

・同一工事箇所において、他の補助制度（国の先進的窓リノベ事業など）と併用して

補助金を受けることが可能

利用にあたってのポイント



③特定空家解体補助金

・住宅性能が著しく低下している特定空家の解体工事費用の一部を補助します。

補助額：最大５０万円 (対象工事費用の８０％) 募集件数：１０件

対 象 者： 当該住宅の所有者又は所有者の相続人、その他管理すべき者

所得の世帯総額が５５０万円以下の方 など

対象住宅： 市内に所在する住宅性能が著しく低下している特定空家 など

申請期間： 令和８年４月１日（火）～申請額が予算額に達するまで

備 考： 補助金の交付を受けたい方は、申請しようとする建築物が、補助対象

物件に該当するか事前に判定を受ける必要がある



③特定空家解体補助金

〇対象住宅に長屋を追加

・これまで、対象となる住宅は集合住宅を除いた一戸建て住宅及び併
用住宅としていましたが、今年度から長屋は対象となりましたが、ア
パートやマンション等共同住宅は引き続き対象外となります。

昨年度からの主な変更点



③特定空家解体補助金

◎補助金利用までの流れ

事前調査申請書を提出

市が事前調査を実施

特定空家と認められた場合 特定空家と認められなかった場合

補助金交付申請書を提出

市が補助金交付決定を通知

工事着工

補助金はご利用になれません

利用にあたってのポイント

※事前調査申請より約２ケ月の期間を要します



④空家購入等補助金
・市内の空き家を購入し、改修工事をする場合、又は除却後に住宅を新築して

居住する場合、改修工事や解体工事費用の一部を補助します。

補助額：最大３０万円 (対象工事費用の３０％) 募集件数：５件

対 象 者： 自ら居住するために、市内の空き家を購入し、改修又は除却後に住宅を

新築して居住する方

所得の世帯総額が５５０万円以下の方

対象住宅： （改修）①北海道空き家情報バンク、②建築後２０年以上、③マッチング対象物件

（除却）④空き家となって５年以上が経過、⑤マッチング対象物件

①～③、④、⑤のいずれかを満たす空き家 など

※マッチング対象物件：市と宅建協会帯広支部が連携して実施している空き家マッチング

システムにより空き家所有者から同意書が提出されている物件のこと

申請期間： 令和８年４月１日（水）～申請額が予算額に達するまで



④空家購入等補助金

◎改修の場合において、対象となる工事

・耐久性向上や長寿命化のための工事

→ 外壁や屋根の塗装、屋根の葺き替えなど

・ユニバーサルデザイン化のための工事

→ 手すり設置、段差解消、フローリング化、浴室改修など

・省エネルギー化のための工事

→ 窓・玄関等の開口部の省エネ改修、節水型トイレ、節湯水栓、高断熱浴槽など

◎一部補助金との併用について

・改修の場合において、住まいの改修助成金と、併用して補助を受ける事が可能

利用にあたってのポイント



⑤耐震診断補助金
・昭和５６年以前に建てられた木造住宅の耐震診断費用の一部を補助します。

補助額：最大５万円 (診断費用の５０％)

対 象 者： 対象住宅の所有者で居住している方または居住予定の方、

所得の世帯総額が５５０万円以下の方 など

対象住宅： 一戸建て住宅または併用住宅

昭和５６年５月３１日以前に着工された木造住宅で在来軸組工法のもの など

申請期間： 令和８年４月１日（水）～ 令和８年９月３０日（水）まで

※事前に国への申請・承認の手続きが必要となるため、申請の３か月前までにご相談ください。

⑥耐震改修補助金
・耐震診断により、「倒壊する可能性がある」と診断された木造住宅を耐震改修する

場合、工事費用の一部を補助します。

補助額：最大３０万円 (耐震改修費用に応じて変わります)



⑦旧耐震住宅建替え補助金
・耐震診断により、「倒壊する可能性が高い」と診断された木造住宅を建替えする場合、
工事費用の一部を補助します。

補助額：最大３０万円 (建替え費用の２３％)

対 象 者： 対象住宅の所有者または所有者の１親等以内の方

所得の世帯総額が５５０万円以下の方 など

対象住宅： 一戸建て住宅または併用住宅

昭和５６年５月３１日以前に着工された木造住宅で在来軸組工法のもの

上部構造評点が０．７未満と判定された住宅 など

申請期間： 令和８年４月１日（水）～ 令和８年９月３０日（水）まで

※事前に国への申請・承認の手続きが必要となるため、申請の３か月前までにご相談ください。

⑧旧耐震住宅除却補助金
・耐震診断により、「倒壊する可能性高い」と診断された木造住宅を解体（除却）する場
合、解体費用の一部を補助します。

補助額：最大１０万円 (解体費用の２３％)



⑤耐震診断補助金
⑥耐震改修補助金
⑦旧耐震住宅建替え補助金
⑧旧耐震住宅除却補助金

・事前に国への申請・承認の手続きが必要となるため、申請の３か月前までにご相談

ください。（申請期限が令和８年９月３０日であるため、遅くとも６月末までにご相談

頂く必要があります）

利用にあたってのポイント

〇上部構造評点の変更

・これまで、対象となる住宅の上部構造評点が0.4未満と判定された住宅としていたのを、
0.7未満と判定された住宅にしました。

昨年度からの主な変更点



⑨北方型住宅ＺＥＲＯ補助金

・北方型住宅ＺＥＲＯの新築工事に対し、４５万円を補助します。

補助額：４５万円 募集件数：１０件

対 象 者： 対象住宅を市内に建設する方

過去に同補助金（前身制度含む）を利用していない方 など

対象住宅： 北方型住宅ＺＥＲＯの基準を満たす住宅

居住の用に供される部分の床面積が、５０～２８０㎡の住宅 など

申請期間： 令和８年４月１日（水）～令和８年１０月３０日（金）まで

備 考： 所得制限なし

完成住宅見学会を２日以上実施し、実施状況を写真で報告する必要あり



⑨北方型住宅ＺＥＲＯ補助金

◎北方型住宅ＺＥＲＯとは

・高い省エネ性能を有する「北方型住宅2020」をベースに、更なる断熱性能の強化、

再生可能エネルギーの活用など、脱炭素化に資する対策を組み合わせて取り入れた

住宅を認定する、北海道が創設した制度

◎補助対象となる工事施行者

・市内に事務所・営業所等を有する事業者であり、かつ北海道への「きた住まいる

メンバー」の登録がされている事業者

◎国の補助金と併用可能に

・他の補助制度と併用して補助金を受けることが可能

※ＺＥＨ＋補助金は併用不可

利用にあたってのポイント



各補助制度には、この動画でご案内した以外にも利用
条件があります。

詳細については、各補助制度のパンフレットをご覧頂
くか、帯広市 建築開発課までお問合せください。

帯広市 都市環境部 都市建築室 建築開発課
電話（直通）0155-65-4179


